
　　　　　　　

旅行のお問合せ：東武トップツアーズ、　その他のお問合せは築地本願寺伝道企画部 開教推進担当へご連絡ください。
※なお、お申込みの後、お客様のご都合により取り消される場合、裏面記載の取消料を申し受けます。

観光庁長官登録旅行業第38号　一般社団法人日本旅行業協会正会員参拝企画

築地本願寺　伝道企画部　開教推進担当

旅行企画・実施
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

東京法人東事業部
東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 住友生命茅場町ビル2階
Tel.050-9000-4237　Fax.03-6667-0564
月～金（祝日を除く） 9:30～17:30　総合旅行業務取扱管理者 ： 吉野 伸彦・木下 功一

1 0 4 5 0 0 5 5（ 0 9 ）

パンフレット作成日 ： 2023年7月31日
No.東23-145

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、ご不明
な点がございましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者におたずねください。

〒104-8435　東京都中央区築地３－１５－１
TEL. 03-3541-1131（代表）

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年の記念行事として、特別講師に
今井雅晴氏、板敷真純氏、橋本順正氏の各先生方のご案内で親鸞聖人の
み跡を訪ねながら学びを深めるご事績研修会を各方面別に開催いたし
ます。このご勝縁に是非お誘いあわせの上ご参加いただきますようお願い
申し上げます。

築地本願寺 親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要記念行事

ご事績研修会   ～親鸞聖人の み跡を訪ねて～

親鸞聖人像

日 程

行 程 行 程

※交通機関ならびに時刻は変更になる場合がございます。　●記入例／　＝：貸切バス（ニッコー観光、東京小田バス、東京ヤサカ観光）、････：徒歩
○：下車観光（但し本堂には入らない場合もあります）　△：車窓観光　　◎：昼食

大人お一人様旅行代金 大人お一人様　20,000円【税込】
 募集人員 ：20名（最少催行人員：10名）
添 乗 員 ：同行いたします
申込締切 ：各日程共に出発の10日前に締切
※募集予定人員20名になり次第、締切させていただきます。

日帰り

西念寺 報仏寺

令和５年 ①  ９月  ６日（水）
 ④１０月１１日（水）

日 程 令和５年 ②  ９月13日（水）
 ⑤１０月１8日（水）

日 程 令和５年 ③  ９月20日（水）
 ⑥１０月25日（水）

行 程

築地本願寺＝守谷SA（休憩）＝小島草庵

の跡（見学）＝千勝神社＝筑波山餓鬼済

度の旧跡＝板敷山大覚寺（拝観）＝稲田

禅坊西念寺（昼食、拝観）＝真宗高田派　

本寺専修寺（拝観）＝三谷草庵跡（見学）

＝道の駅にのみや（買い物）＝守谷SA（休

憩）＝東京駅＝築地本願寺

8:00

18:00１７：３０

◯

◯

◯

◯

◯

△ △

◎

築地本願寺＝守谷SA（休憩）＝真仏寺

（拝観）＝親鸞聖人お手植えの歌碑＝報

仏寺（拝観）＝かつ太郎本店水戸店（昼

食）＝善重寺（拝観）＝水戸偕楽園（見学）

＝守谷SA（休憩）＝東京駅＝築地本願寺

8:00

１７：10 １７：40

◯

◯

◯ ◯

◯

◎

築地本願寺＝戸塚PA（休憩）＝永勝寺

（拝観）＝善福寺（拝観）＝小田原市のんき

亭（昼食）＝御勧堂（拝観）・・・・真楽寺（拝

観）＝親鸞聖人立像・芦ノ湖（見学、買い

物）＝笈の平＝海老名SA（休憩）＝東京駅

＝築地本願寺

8:00

18:00

１７：３０

◯

◯

◯

◯

◯

△

◎

善福寺

(１)茨城・栃木コース (２)茨城コース (３）神奈川コース

りっきょうかいしゅう きょうさん



※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
旅 行 条 件 書（ 要 旨 ）

※下記に、必要事項をご記入して頂き、右記のFAX番号にご送信ください。
担当 ： 茂呂（もろ）、天笠　行き

ご事績研修会　　　　～親鸞聖人の  み跡を訪ねて～
築地本願寺 旅行申込書 ご送付先  FAX 03-6667-0564 ／ TEL 050-9000-4237

代表者
①

同行者
②

同行者
③

同行者
④

同行者
⑤

参加希望コース
（日程に◯印）

フリガナ／参 加 者 名 性別 年齢 電話番号（携帯電話） ご　住　所

男性
女性・

男性
女性・

男性
女性・

男性
女性・

男性
女性・

〒　　　　-

メールでのお申込みご希望の方は
                 saki_amagasa@tobutoptours.co.jp

※摘要欄
　
　アレルギーについて
　アレルギーの方は下記にご記入ください。ただし対応できかねる場合もございます。

(１)茨城・栃木コース ①  ９/６（水） ・ ④１０/１１（水）　(2)茨城コース ②  ９/13（水） ・ ⑤１０/18（水）　(3)神奈川コース ③  ９/20（水） ・ ⑥１０/２５（水）   

上記に記載の旅行条件および旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、上記の旅行に申込みます。

※複数のコースに参加される場合は摘要欄にその旨ご記入ください。

■最少催行人員：各班10名
■旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示したバス料金、食事料金（昼1回）、見学入場料、団体行動中
の心づけ、有料道路代、消費税等諸税、旅行会社添乗員費用（全行程同行）。

　※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしませ
ん。

■旅行代金に含まれないもの
　上記以外は旅行代金に含まれませんが、その一部を例示します。
　追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料、傷害、疾病
に関する治療費。

■申込方法
　表記の申込書に記入の上ご提出下さい。尚、旅行代金についても同様に全額
お支払い頂きます。

■旅行契約と契約成立
　本旅行は、東武トップツアーズ（株）が企画・実施する募集型企画旅行で、参加
される方は当社と旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と旅行
代金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が旅行代金を受理した日
とします。障害のあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様など、お客様の状
況によっては当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要にな
る可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談
させていただきますので、必ず事前にお申し出ください。
　また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発
前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業務約款募集型
企画旅行契約の部によります。

■取消料
　お申込の後、お客様のご都合により取消される場合、旅行代金に対し下記の料
率で取消料をいただきます。

取消日 旅行開始後
及び無連絡不参加

取消料

当　　日
（旅行開始前）

旅行代金の50% 旅行代金の100%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

7日前～2日前

旅行代金の30%

10日前～8日前

旅行代金の20%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

《その他のご旅行条件》
①旅行契約内容・代金の変更／天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサー
ビス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらないサービスの提供そ
の他当社の管理できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがありま
す。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。なお、本旅行代金
は2023年7月31日現在の運賃・料金を基準としております。②標記の最少催
行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。この場合旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前に通知します。③取消
料／当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合
も取消料をいただきます。ただし次の場合は取消料はいただきません。旅行契約
内容に以下のような変更が行われた時：（1）旅行開始日または終了日の変更、
（2）入場観光地・観光施設・その他の目的地の変更、（3）運送機関の種類また
は運送会社の変更、（4）運送機関の設備・等級のより低いものへの変更、（5）宿
泊施設の変更、（6）ツアータイトルに記載があった事項の変更、（7）運賃・料金
の変更により旅行代金が増額された場合。当社が標記の日までに確定日程表を
交付しない場合。当社の責に帰すべき事由により当初の日程通りの実施が不
可能となった時。④当社による契約解除／旅行代金を期日までにお支払いただ

けない時、申込条件の不適合、病気・団体行動への支障その他により旅行の円
滑な実施が不可能な時は当社は契約を解除することがあります。⑤当社の責任
／当社または当社の手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いた
します。（お荷物に関する賠償限度額は1人15万円）。⑥特別補償／当社は、お
客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、手荷物
に被った一定の損害について一定の補償金および見舞金を支払います。⑦旅
程保証／旅行日程に前記③の（1）から（7）に掲げる重要な変更が行われた
場合は、旅行代金に1～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払いま
す。ただし、1募集型企画旅行につき合計15％を上限とし、また補償金の額が
1,000円未満のときはお支払いいたしません。また、当社は変更補償金の支払い
を物品・サービスの提供で代替することがございます。⑧お客様の責任／当社は
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時はお客様から損害の賠
償を申し受けます。⑨このパンフレットは旅行業法12条の4および5にいう説明
書面、契約書面の一部になります。⑩ここに記載のない事項については当社募
集型企画旅行約款によります。⑪当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたし
ません。

個人情報の取扱いについて
当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込み頂いた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行
契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させて頂きます。

承認No.東23-145　パンフレット作成日　2023年7月31日

旅行のお申込み
代金のお支払い

お申込みは先着順とさせていただきます。旅行申込書はできるか
ぎりFAXでお願いいたします。お申込みいただいた代表者様へ
旅行代金のお支払い案内を郵送させてただきます。振込の完了
を持ちまして正式な旅行申し込みとさせていｔだきます。




